
     

                         

県内の外国人登録者数４９，０７６人に減少 

 外国人登録者数調査（平成21年12月31日現在）の結果 

 

 

三重県では、法務省の「在留外国人統計」調査に合わせて、年一回、市町の協力を得て外国人登

録者数の調査を実施しています。調査結果の概要は以下のとおりです。詳細は別添資料をご参照く

ださい。 

 

 

１． 調査結果概要 

 

・ 平成21年末現在の三重県内の外国人登録者数は、49,076人（前年比△4,006人、7.5％減）で、

この度初めて減少に転じました。 

 

・ 外国人登録者数は最近5年間で5,455人増加し、10年間で1.68倍、平成元年の4.70倍となって

います。 

 

・ 県内総人口に占める外国人の比率も前年に比べ低くなり、2.58％となりました。 

（＜参考データ＞平成20年末現在2.83％：全国第３位「法務省 在留外国人統計」） 

 

・ 国籍別の登録者数では、最も多いのがブラジル（18,461人、対前年比14.1％減少）で、次い

で中国（9,733人、対前年比2.6％減少）でした。全体としては、上位5ｶ国で登録者数の87.4％

を占めています。上位10カ国すべてが、前年に比べ減少しました。また、登録者の出身国籍

の数は99カ国（前年と同じ）でした。 

 

・ 市町別に見ると、外国人登録者数が最も多いのは鈴鹿市（9,405人、人口比4.61％）で、次い

で四日市市（9,080人、同2.89％）、津市（8,540人、同2.93％）でした。外国人比率は、亀

山市（5.30％）が最も高く、次いで、伊賀市（4.79％）、鈴鹿市（4.61％）でした。 

 



資料編：三重県内の外国人の状況について 
 

 平成 21 年 12 月末現在の三重県の外国人登録者数は、49,076 人（前年比 7.5％減）で、平成元年以降

初めて前年を下回りました。これまで外国人登録者数は毎年過去最高を更新し続けていましたが、この

度の減少により、3 年前の外国人登録者数の状況（平成 18 年：49,304 人）とほぼ同レベルになりまし

た。 

経済状況が悪化した平成 20 年の増加率は、前年（平成 19 年）比 2.8%増にとどまり、平成元年以降、

最も低い増加率になっていました。（参考：平成 21 年…前年比 7.5％減、平成 20 年…前年比 2.8％増、

平成 19 年･･･前年比 4.7％増、平成 18 年･･･同 3.7％増、平成 17 年･･･同 9.0％増） 

最近の 5 年間では外国人登録者数は 5,455 人増加し、10 年前（平成 11 年：29,199 人）の 1.68 倍、

出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）が改正される前の 20 年前（平成元年：10,441

人）の 4.70 倍となっています。 

また、県内総人口に占める外国人の比率も初めて減少し、2.58％になりました（前年 2.83％：全国第

３位）。3年前（平成 18 年：2.58％）と同じ値になりました。 

  

１．国籍別内訳 

   本県の外国人登録者数を国籍別にみると、ブラジルが 18,461 人で全体の 37.6%を占め、以下中

国、韓国又は朝鮮、フィリピン、ペルーと続いており、上位 5 カ国で 87.4％を占めます。また、登

録者の国籍の数は、前年と変わらず 99 ｶ国でした。 

   国籍別の上位 10 カ国すべてが前年に比べ減少傾向で、また、順位については、タイがベトナム

を抜いて 7 位になりました。 

   ブラジルは、平成 2 年の入管法の改正以来昨年まで毎年増加を続けていましたが、平成 21 年末

には対前年比 14.1％減の 18,461 人となっており、上位 10 カ国の中でも最も減少率が大きくなりま

した。 

   中国は、平成 2 年から増え続け平成 17 年末には韓国又は朝鮮を抜いて第 2 位になりました。し

かし、平成 21 年末には前年比 2.6%減の 9,733 人と、初めて減少しました。 

韓国又は朝鮮は、平成 2 年の 8,332 人を境に減少を続け、平成 21 年末には前年比 1.9％減の 5,981

人となりました。 

   フィリピンは、平成 8 年以降増加を続けていましたが、平成 21 年末は前年比 0.1%の減で 5,091

人となりました。 

米国は、平成 10 年以降増加を続けていましたが、平成 20 年末に引き続き減少し、前年比 1.8％

の減で、328 人となりました。 
順 位 国 籍 登録者数 構成比 増減数 増減率 
１ ブラジル 18,461人 37.6% -3,026人 -14.1% 
２ 中国 9,733人 19.8% -260人 -2.6% 
３ 韓国又は朝鮮 5,981人 12.2% -114人 -1.9% 
４ フィリピン 5,091人 10.4% -3人 -0.1% 
５ ペルー 3,635人 7.4% -158人 -4.2% 
６ ボリビア 1,140人 2.3% -151人 -11.7% 
７ タイ    963 人 2.0% -28 人 -2.8% 
８ ベトナム 948 人 1.9% -135 人 -12.5% 
９ インドネシア 826 人 1.7% -61 人 -6.9% 
10 米国 328 人 0.7% -6 人 -1.8% 

その他 1,970 人 4.0% -64 人 -3.1% 
三重県計 49,076 人 100.0% -4,006 人 -7.5% 

朝鮮とは、朝鮮半島出身者をいう。中国には、台湾出身者を含む。 



 

国籍別登録者数上位 5 ｶ国の登録者数が多い市町は次のとおりです。（ ）内の数値は、三重県 

  内の同国籍の登録者数全体に占める割合です。 

 
  国  籍 第１位 第２位 第３位 
ブラジル 
１８，４６１人 

鈴鹿市  4,312 人 
(23.4%) 

四日市市  3,477 人 
(18.8%) 

津市      3,332 人 
(18.0%) 

中国  
 ９，７３３人 

津市    2,040 人 
(21.0%) 

四日市市   1,538 人 
(15.8%) 

鈴鹿市    1,147 人 
(11.8%) 

韓国又は朝鮮 
５，９８１人 

四日市市 2,062 人 
(34.5%) 

桑名市   902 人 
(15.1%) 

鈴鹿市      684 人 
(11.4%) 

フィリピン 
５，０９１人 

松阪市    1,573 人 
(30.9%) 

津市    873 人 
(17.1%) 

四日市市    642 人 
(12.6%) 

ペルー 
３，６３５人 

鈴鹿市   1,622 人 
(44.6%) 

四日市市  487 人 
(13.4%) 

伊賀市     458 人 
(12.6%) 

 

２．市町別内訳 

   市町別登録者数の上位 10 市町は以下のとおりです。上位 7 市町で登録者全体の 84.4%を占めて

います。前年と比べ順位の変化はありませんでしたが、上位 10 市町の中で唯一、亀山市が増加傾

向にあります。 

 
順位 市町村名 登録者数 構成比 増減数 増減率 
１ 鈴鹿市 9,405 人 19.2% －1,060 人 －10.1% 
２ 四日市市 9,080 人 18.5% －847 人 －8.5% 
３ 津市 8,540 人 17.4% －799 人 －8.6% 
４ 伊賀市 4,829 人 9.8% －96 人 －1.9% 
５ 松阪市 3,527 人 7.2% －381 人 －9.7% 
６ 桑名市 3,395 人 6.9% －437 人 －11.4% 
７ 亀山市 2,674 人 5.4% 136 人 5.4% 
８ いなべ市 1,360 人 2.8% －56 人 －4.0% 
９ 伊勢市 1,153 人 2.3% －234 人 －16.9% 
10 菰野町 827 人 1.7% －11 人 －1.3% 

 

   登録者数上位 5 市町における登録者数の多い国籍は、次のとおりです。（ ）内の数値は、同市

町内登録者数全体に占める割合です。 

 市町村名   第１位   第２位   第３位 
鈴鹿市 
9,405 人 

ブラジル    4,312 人 
(45.8%) 

ペルー    1,622 人 
(17.2%) 

中国    1,147 人 
(12.2%) 

四日市市 
9,080 人 

ブラジル    3,477 人 
(38.3%) 

韓国又は朝鮮  2,062 人 
(22.7%) 

中国        1,538 人 
(16.9%) 

津市 
8,540 人 

ブラジル    3,332 人 
(39.0%) 

中国          2,040 人 
(23.9%) 

フィリピン   873 人 
(10.2%) 

伊賀市 
4,829 人 

ブラジル    2,559 人 
(53.0%) 

中国        968 人 
(20.0%) 

ペルー    458 人 
(9.5%) 

松阪市 
3,527 人 

フィリピン  1,573人 
(44.6%) 

中国       697 人 
(19.8%) 

ブラジル     556 人 
(15.8%) 

 



３．市町別外国人登録者数の割合 

   総人口に占める外国人登録者数の割合が多い上位 10 市町は、次のとおりです。前年 1 位の鈴鹿

市が 3 位になったことにより、上位 3 市は、亀山市（前年 2 位：5.05％）、伊賀市（前年 3 位：4.85％）、

鈴鹿市（前年１位 5.10％）になりました。また、前年１、２位の鈴鹿市（前年 5.10％）、亀山市（前

年 5.05％）が、ともに 5％を上回っていましたが、今年は亀山市だけでした。 
 順位   市町 外国人の割合 外国人登録者数 日本人の人口 

１ 亀山市 5.30% 2,674 人 47,802 人 
２ 伊賀市 4.79% 4,829 人 95,970 人 
３ 鈴鹿市 4.61% 9,405 人 194,593 人 
４ 木曽岬町 4.47% 309 人 6,601 人 
５ 川越町 2.96% 414 人 13,592 人 
６ 津市 2.93% 8,540 人 282,437 人 
７ いなべ市 2.91% 1,360 人 45,378 人 
８ 四日市市 2.89% 9,080 人 305,409 人 
９ 桑名市 2.39% 3,395 人 138,799 人 
１０ 東員町 2.19% 567 人 25,358 人 

   三 重 県 計 2.58% 49,076 人 1,852,978 人 

   日本人の人口については、平成 21 年 12 月 31 日現在の住民基本台帳の人口です。 

 

４．外国人登録者数の推移 

   過去の外国人登録者数の推移は次のとおりです。指数は入管法の改正以前の平成元年を 100 とし

て計算しています。国籍別の構成を平成元年との比較で見ると、平成 2 年の入管法の改正（※）後、

大きな変化が起こっているのがよく分かります。 

（※）【参考】入管法の改正 

  平成元年に成立、翌平成 2 年（1990 年）に施行された「出入国管理及び難民認定法」の改正で、 

日系 3 世までの外国人について活動に制限を設けない「定住者」という在留資格を新設するなど従来

の在留資格を大幅に拡充する等の改正が行われた。 

年 外国人登録者総数（人） 対前年増減率（％） 指数 
平成元年 10,441 人 － 100 
平成２年 11,988 人 14.8% 115 
平成３年 15,617 人 30.3% 150 
平成４年 17,988 人 15.2% 172 
平成５年 18,688 人 3.9% 179 
平成６年 19,313 人 3.3% 185 
平成７年 20,566 人 6.5% 197 
平成８年 23,926 人 16.3% 229 
平成９年 26,856 人 12.2% 257 
平成１０年 28,203 人 5.0% 270 
平成１１年 29,199 人 3.5% 280 
平成１２年 32,457 人 11.2% 311 
平成１３年 35,524 人 9.4% 340 
平成１４年 36,988 人 4.1% 354 
平成１５年 39,838 人 7.7% 382 
平成１６年 43,621 人 9.5% 418 
平成１７年 47,551 人 9.0% 455 
平成１８年 49,304 人 3.7% 472 
平成１９年 51,638 人 4.7% 495 
平成２０年 53,082 人 2.8% 508 
平成２１年 49,076 人 －7.5% 470 

 




